
 
 

 1 

道の駅八王子滝山の管理・運営に関する基本協定書 

 

八王子市（以下「甲」という。）と株式会社ウェイザ（以下「乙」という。）とは、次

のとおり、道の駅八王子滝山（以下「本施設」という。）の管理について八王子市道の

駅条例施行規則（平成１８年八王子市規則第５７号。以下「規則」という。）第１２条

の規定により基本協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 本協定は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２４４条の２第３項及び八王子市道の駅条例（平成１８年八王子市条例第３３号。

以下「条例」という。）第１７条の規定に基づき指定管理者として指定された乙と甲

が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを

目的とする。 

 

 （公共性の理念の尊重） 

第２条 乙は、本施設の設置目的に基づき公の施設としての公共性、公平性を尊重し本

施設の管理運営を行うものとする。 

 

 （管理責任者） 

第３条 乙は、あらかじめ本施設の管理責任者を選任し、甲に届け出なければならない。 

２ 乙は、管理責任者を変更する場合は、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。 

 

 （管理物件） 

第４条 本施設の管理・運営業務（以下「本業務」という。）の対象となる物件（以下

「管理物件」という。）の内容は、次のとおりとする。 

 

番号 名称 所在地 面積等 備考 

１ 道の駅八王子滝山 
八王子市滝山町一丁目 

５９２番地２ 

鉄筋コンクリート造 

１３２２．４０㎡ 

敷地面積 

７４６５．００㎡ 

 

２ 第二駐車場 
八王子市滝山町一丁目 

６１０番地１外 
２９３９．１５㎡ 別図２ 

３ 都道道路区域法面 
八王子市滝山町一丁目 

６２４番地２外地先 
４２６．５０㎡ 別図１ 

４ 谷地川遊歩道 
八王子市滝山町一丁目 

６１０番地３外地先 
７７３．１２㎡ 別図１ 

５ 道の駅案内標識 
八王子市梅坪町１５５番地

先外２７箇所 

 
別表１ 



2 

６ 日向橋 
八王子市滝山町一丁目 

６１０番地先 

長さ １８．０ｍ 

幅員  ２．０ｍ 
別図２ 

７ 倉庫 
八王子市滝山町一丁目 

５９２番地２ 

軽量鉄骨造２階建て 

８０．００㎡ 
 

 

２ 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。 

 

 （協定期間） 

第５条 本協定の期間は、平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日までとする。 

 

 （年度協定） 

第６条 本協定に定めるもののほか、各事業年度において必要な事項については、別に

年度協定を締結する。 

 

 （年度事業計画書） 

第７条 乙は、本業務の実施にあたっては、条例第１６条の規定により甲に提出した事

業計画書に基づき、次に掲げる事項について年度事業計画書を作成し、平成２４年度

は事業開始日に、次年度以降は事業年度開始前に甲に提出しなければならない。 

(1) 事業計画 

(2) 人員配置計画 

(3) 収支計画 

２ 乙は、事業計画書及び年度事業計画書を変更しようとするときは甲と協議し、その

承認を受けなければならない。 

 

 （法令等の遵守） 

第８条 乙は、本業務の実施に当たっては、条例、規則及び関係法令の定めに従うほか、

本協定、年度協定、道の駅八王子滝山指定管理者募集要項（以下「募集要項」という。）、

道の駅八王子滝山指定管理者業務仕様書（以下「仕様書」という。）、事業計画書及び

年度事業計画書並びに甲が必要に応じて指示する事項を遵守しなければならない。 

２ 本協定、年度協定、募集要項、仕様書、事業計画書及び年度事業計画書の規定の間

に矛盾若しくは齟齬がある場合、本協定、年度協定、募集要項、仕様書、事業計画書、

年度事業計画書の順に、その解釈が優先するものとする。 

３ 前項に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙が協議して定めるものとす

る。 

 

 （開場時間等） 

第９条 本施設の開場時間は、規則第２条第１項ただし書の規定により、次のとおりと

する。 
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区分 開場時間 

農産物等販売施設 午前９時から午後９時まで 

飲食提供施設 

地域交流施設 

自動販売機置場 午前０時から午後１２時まで 

公衆便所 

駐車場 

２ 乙は、前項に規定する開場時間を変更する必要があると認めたときは、あらかじめ

文書により届出をし、甲の承諾を得なければならない。 

３ 本施設の休場日は特に定めない。ただし、乙は、臨時に本施設を休場する必要があ

ると認めたときは、あらかじめ文書により届出をし、甲の承諾を得なければならない。 

 

 （管理業務の範囲） 

第１０条 本業務の範囲は、次のとおりとする。 

(1) 条例第２０条第１項各号に掲げる業務 

(2) 前号に付随する次に掲げる業務 

ア 本施設の管理運営に要する物品等の購入事務業務 

イ 本施設の運営に関する行事等の企画・実施業務 

ウ 本施設の日常活動を記録し、報告すること 

エ 施設、附帯設備及び物品（以下「施設等」という。）の保守及び維持管理並

びに施設等の修繕に関すること。ただし、甲が加入する建物保険が適用となる

修繕及び大規模な修繕を除く。 

オ 消防法第８条に定める防火管理者の業務 

カ 公共料金等の支払いに関すること 

キ その他本施設の日常管理に関すること 

(3) 前２号に掲げるもののほか、甲又は乙が必要と認める業務については、甲及び

乙が協議して定める。 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書のとおりとする。 

 

 （甲による備品等の貸与） 

第１１条 甲は、別表２に示す備品を無償で乙に貸与する。 

２ 甲は、前項に規定する備品のほか追加で貸与するときは、書面にて乙に通知するこ

ととする。 

３ 乙は、第２６条に規定する財源によって備品（購入価格が税込単価５万円以上のも

のをいう。以下同じ。）を購入する場合、あらかじめ甲と協議するものとする。その

備品の所有権は甲に帰属するものとし、本業務の用に供しなければならない。 

４ 乙は、前２項に規定する備品（以下「甲備品」という。）を市の財産であることを

念頭に置き、台帳を整備して適正な管理に努めなければならない。 

５ 乙は、甲備品について、亡失、重大な損傷その他事故があったときは、甲へ報告を

しなければならない。 
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６ 甲備品が経年劣化等により修繕等を要する場合は、一件３０万円（消費税及び地方

消費税を除く。）未満の修繕等については、乙の費用及び責任において実施するもの

とする。 

７ 甲備品が経年劣化等により本業務の用に供することができなくなった場合は、甲の

承諾を得て、乙の費用及び責任において廃棄するものとする。 

８ 乙は、故意又は過失により甲備品を毀損滅失したときは、甲との協議により、必要

に応じて甲に対し、これを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有す

るものを購入又は調達しなければならない。 

 

 （乙による備品等の購入等） 

第１２条 前条に定めるもののほか、乙は自己の費用で任意に購入又は調達した備品等

を本業務の用に供することができるものとする。ただし、一件３０万円（消費税及び

地方消費税を含む。）以上の備品等を本業務の用に供する場合は、あらかじめ甲と協

議するものとする。 

２ 乙は、前項に定める備品（以下「乙備品」という。）について、購入後直ちに書面

により甲へ報告し、台帳を整備して適切に管理するものとする。 

３ 乙は、乙備品について、亡失、重大な損傷その他事故があったときは、一切の責任

は乙がこれを負担し、速やかに甲へ報告をしなければならない。 

 

（施設の維持修繕等） 

第１３条 本施設の大規模な改築、改造若しくは修繕、又は新設、増築若しくは移設に

要する費用は、甲の財産に限り原則として甲が負担するものとする。ただし、１件あ

たりの金額が５０万円未満の修繕については、甲の承認を受けて、乙が本施設の管

理・運営業務に係る経費の範囲内で行うものとする。 

２ 乙が故意又は過失により施設等を破損した場合は、金額にかかわらず乙が負担する

ものとする。 

 

 （権利・義務の譲渡の禁止） 

第１４条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承

させ、又は担保に供してはならない。 

 

（第三者による実施） 

第１５条 乙は、本業務を自ら行うものとし、第三者に一括して本業務を委託してはな

らない。ただし、次に掲げる業務については、甲の承諾を得たときは、この限りでは

ない。 

(1) 本施設及び附帯設備の清掃業務 

(2) 本施設及び附帯設備の保守点検業務 

(3) 本施設の警備業務 

(4) 管理業務を実施する上で発生する廃棄物の処理業務 

(5) 従業員の健康管理業務 

(6) 前各号に掲げるもののほか、専門性を要する業務で第三者に委託して実施する
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ことが適当な業務 

２ 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任において行うもの

とし、本業務に関して乙が実施させる第三者の責に帰すべき事由により生じた損害及

び増加費用については、乙が負担するものとする。 

３ 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、八王子市内の企業、業者を優先し

て発注することに配慮するものとする。 

 

（業務報告） 

第１６条 乙は、次に掲げる事項を記載した月次業務報告書を、毎月終了後１５日以内

に甲に提出しなければならない。 

(1) 本業務の実施状況 

(2) 毎日の来場者数 

(3) 本施設の利用状況に関する事項 

(4) 利用料金等の収入実績 

(5) 実施した事業の内容及び参加者数 

 (6) 利用者等からの苦情及び要望の内容及び対応状況 

(7) 前各号に掲げるもののほか、甲が指示する事項 

 

（事業報告等） 

第１７条 乙は、法第２４４条の２第７項の規定による事業報告書を、事業年度終了後

９０日以内に甲に提出しなければならない。 

２ 前項の事業報告書には次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 本業務の実施状況 

(2) 来場者数 

(3) 本施設の利用状況に関する事項 

(4) 利用料金等の収入、本業務に係る経費等の支出等収支状況 

(5) 実施した事業の内容及び参加者数 

(6) 情報公開及び個人情報保護対策の状況 

３ 乙は、甲が法第２４４条の２第１１項の規定に基づいて年度途中において乙に対す

る指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から３０日以内に

当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

４ 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項につ

いて、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。 

 

（関係書類の保存） 

第１８条 乙は、本業務に関する文書等をその文書等が完結した日の属する年度の翌年

度の４月１日から起算して原則として５年間保存しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲から特別に指示ある場合は、乙は、その指示に従って

文書等の保管をしなければならない。 
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（帳簿類等の提出要求） 

第１９条 甲は、監査委員等が甲の事務を監査するために必要があると認める場合には、

乙に対して帳簿書類その他の記録の提出及び当該監査への関係者の出席を求めるこ

とができる。 

 

（要望及び苦情に対する対応） 

第２０条 乙は、利用者等からの要望及び苦情に対応する体制を整えなればならない。

また、相談及び苦情は速やかに対応するとともに、甲に報告しなければならない。 

 

（利用者満足度調査） 

第２１条 乙は、本業務のサービス水準向上を目的として、利用者の満足度を調査（以

下「利用者満足度調査」という。）するものとする。 

２ 利用者満足度調査の実施方法等については、甲と乙が協議して決定する。 

３ 乙は、利用者満足度調査により把握した利用者の意見を業務改善に活かすなど誠実

に対応するものとする。 

４ 乙は、利用者満足度調査終了後に、その結果及び乙の対応等を記した利用者満足度

調査報告書を甲に提出するものとする。 

５ 甲は、乙から提出された利用者満足度調査報告書に基づき、仕様書又は事業計画書

等の見直しについて、乙に協議を申し出ることができるものとする。 

 

（評価・調査・指示等） 

第２２条 甲は、事業年度終了ごとに、乙の本業務の実施状況を確認し、評価するもの

とする。 

２ 甲は、前項の評価のため、又は本業務の適性を期するため、本業務及び経理の状況

について随時に立ち入り調査し、必要な報告若しくは資料等の提出を求め、又は必要

な指示を与えることができる。 

３ 乙は、前項の規定による調査、報告及び資料等の提出を行わなければならない。 

４ 甲は、第１項の評価結果を文書により通知する。 

５ 乙は、前項の通知内容に疑義がある場合は、意見を述べることができるものとする。 

６ 甲は、第１項の評価結果を公表するものとする。 

 

（業務の改善指導） 

第２３条 前条による評価又は調査の結果、乙による本業務の実施が本協定等で甲が示

した条件を満たしていないと認められる場合は、甲は乙に対して業務の改善を指導す

るものとする。 

２ 乙は、前項に定める改善指導を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならな

い。 

 

（モニタリング） 

第２４条 乙は、当該施設に関して甲が実施するモニタリングにおいて、『八王子市指定管

理者制度モニタリングガイドライン』に従うこととする。 



 
 

 7 

２ 甲は、モニタリングの結果を公表する。 

３ 甲は、モニタリングの結果に基づき、仕様書又は事業計画書等の見直しについて、乙

に協議を申し出ることができるものとする。 

 

（甲による指定の取消等） 

第２５条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第２４４条の２第１１項又

は条例第１８条第１項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて

本業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

(1) 乙がこの協定に違反したとき 

(2) 乙が法第２４４条の２第１０項の規定による甲の指示に従わなかったとき 

(3) 乙が管理業務を継続することが不適当であると甲が認めたとき 

(4) 乙がこの協定を履行することができないと甲が認めたとき 

(5) 条例の廃止等により指定をする必要がなくなったとき 

(6) 乙及び乙の構成団体又はその役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律第２条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う

団体であることが明らかとなったとき 

２ 乙は、前項の規定により指定が取り消されたときは、速やかに施設等を甲に明け渡

し、又は返還しなければならない。 

３ 第 1 項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停

止を命じた場合において、乙に損害及び損失並びに増加費用が生じても、甲はその賠

償の責を負わない。 

 

（本業務の実施に係る会計処理） 

第２６条 乙は、本業務の実施に係る収入及び支出を適切に管理することを目的として、

本業務に係る固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。 

２ 本業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（本業務に係る財源） 

第２７条 本業務に係る経費に充当する財源は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 条例第７条２項の規定により乙が定めた利用料金 

(2) 年度協定に基づき、甲が支払う本業務に係る経費 

(3) 乙が自ら企画実施する事業収入 

(4) 規則第８条の規定により占用利用者に負担させる費用 

(5) 第４２条に規定する乙が実施した災害応急活動等の協力業務に要した費用 

(6) 本業務に係る経費を保管中に生じた利子収入その他の収入 

 

（利用料金） 

第２８条 乙は、条例第７条３項の規定により、本施設の占用利用者が納付する利用料

金を乙の収入として収受することができる。 

２ 利用料金は、乙が、条例第７条２項に規定する利用料金の上限額の範囲内において

定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承認を受けるも
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のとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。 

  

 （リスク分担） 

第２９条 本業務に関するリスク分担は、別表３「リスク分担表」に定めるとおりとす

る。 

２ 前項に定める事項に疑義が生じ、又は前項に定める事項以外の不測の事態が生じた場

合は、甲と乙が協議の上、リスク分担を定めるものとする。 

 

（利用料金の減免） 

第３０条 乙は、条例第９条の規定により、次の各号に揚げる基準のいずれかに該当す

ると認めたときは、当該各号に定めるところにより、条例第４条第３号に掲げる施設

にかかる利用料金を減額し、又は免除するものとする。 

(1) 国又は地方公共団体が行政目的のために行う事業に利用するとき 免除 

(2) 甲又は乙が主催する本施設の設置目的のために行う事業（販売行為を伴わない

ものに限る。）に利用するとき 免除 

(3) 前各号に掲げるもののほか、甲が特に必要があると認めたとき 減額又は免除 

 

（指定管理料） 

第３１条 甲は、本業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払うものとする。 

２ 甲が乙に対して支払う協定期間中の初年度及び次年度以降の指定管理料の総額は

０円とする。 

各年度の指定管理料   (単位：円）  

年度 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

指定管理料    ０    ０    ０     ０     ０ 

３ 地震等の天変地異、テロ等、またその他の予見しがたい事象が発生し、道の駅機能

が著しく損なわれた場合の指定管理料については、甲乙が協議のうえ、定めるものと

する。 

 

（損害賠償等） 

第３２条 乙は、本業務の実施について、自己の責に帰すべき理由により甲又は第三者

に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

２ 乙の責に帰すべき理由により指定管理者の指定が取り消された場合において、甲又

は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

３ 甲は、乙の責に帰すべき理由により発生した損害について、第三者に対して賠償し

た場合は、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償する

ことができる。 

４ 損害賠償額は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 



 
 

 9 

（保険） 

第３３条 本業務の実施にあたり、甲が付保しなければならない保険は、次のとおりと

する。 

(1) 建物損害保険 

(2) 甲が所有又は管理する施設の瑕疵に起因する事故等の賠償保険 

２ 本業務の実施にあたり、乙が付保しなければならない保険は、次のとおりとする。 

(1) 乙が行う本業務遂行上の瑕疵に起因する事故等の賠償・補償保険 

(2) その他必要と認められる保険 

 

（業務の引継） 

第３４条 乙は、第５条に定める協定期間が終了したとき、又は第２４条の規定により

指定を取り消されたときは、本施設の管理運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、後

任の指定管理者等に対して業務の引継を最大限の努力をもって行うものとする。 

２ 第５条に定める協定期間が終了したとき、又は第２４条の規定により指定を取り消

されたときまでの第２６条第１号に規定する利用料金は、当該期間後に確定したもの

であっても、乙の収入とする。 

３ 前項の期間内に本業務に関して発生した費用は、当該期間終了後に請求があったも

のについても、乙が支払うものとする。 

４ 引継方法、日時等については、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 

（備品等の引継） 

第３５条 乙は、第５条に定める協定期間が終了したとき、又は第２４条の規定により

指定を取り消されたときは、本施設の管理運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、甲

備品を後任の指定管理者等に対して引き継がなければならない。 

２ 前項の場合において、乙は、乙備品を自己の費用及び責任において撤去するものと

する。ただし、甲及び乙の協議により乙備品の全部又は一部を後任の指定管理者等に

対して引き継ぐことができるものとする。 

 

（施設の原状復帰等） 

第３６条 乙は、第５条に定める協定期間が終了したとき、又は第２４条の規定により

指定を取り消されたときは、自己の負担において、指定開始日を基準として管理物件

を原状に復さなければならない。ただし、甲が管理物件を原状に復させることが適当

でないと認めた場合は、この限りでない。 

２ 乙は、施設等の原状を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければ

ならない。 

 

（地域との連携及び協働） 

第３７条 乙は、本業務の実施にあたり、地域住民との連携及び協働を図り、地域の実

情に即した事業運営に努めなければならない。 

２ 乙は、本業務の実施にあたり、近隣住民に迷惑がかからないよう最大限配慮するも

のとし、近隣住民から苦情等があったときは速やかに対応するとともに、甲に報告し
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なければならない。 

 

（運営協議会） 

第３８条 甲は、本業務に関して審議調整するため、道の駅八王子滝山運営協議会（以

下「協議会」という。）を設置するものとする。 

２ 乙は、原則として協議会の会議に出席し、本業務の実施状況等について説明するも

のとする。 

３ 乙は、本業務実施にあたり、協議会の意見、要望等を最大限尊重しなければならな

い。 

 

（連絡調整会議） 

第３９条 甲及び乙は、本業務の実施に関して連絡調整するための会議（以下「連絡調

整会議」という。）を設置するものとする。 

２ 連絡調整会議は、原則として第１６条に規定する月次業務報告書提出時に開催する

ものとする。 

３ 甲又は乙は、前項に規定するもののほか、必要に応じて連絡調整会議の開催を要求

することができる。 

 

（環境対策） 

第４０条 乙は、本業務の実施にあたり、省エネルギー、省資源、ごみ減量化・リサイ

クル、グリーン調達において「環境にやさしい八王子市役所エコアクションプラン」

と同等の取組みを行い、「八王子市環境マネジメントシステム」における環境配慮行

動に努めるものとする。 

２ 本協定の履行にあたってディーゼル車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健

康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例第２１５号）その他各

県条例に規定するディーゼル車規制に適合する自動車とするものとする。なお、乙は

適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装

着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、甲に速やかに提示又は提出

すること。 

 

（緊急時の対応） 

第４１条 第５条に定める協定期間において、本業務の実施に関連して事件又は事故や

災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じ、甲に報告すると

ともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。 

２ 事件又は事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるもの

とする。 

 

（災害応急活動等） 

第４２条 乙は、災害時において、甲が八王子市地域防災計画に基づき行う災害応急活

動等に協力するものとする。 

２ 前項に定める協力の業務（以下「協力業務」という。）内容は、次のとおりとする。 
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(1) 甲が行う救助・救急活動の実施、協力に関する事項 

(2) 利用者の避難誘導等安全確保に関すること｡ 

(3) 災害時要援護者に対する支援に関すること｡ 

(4) 本施設に避難した住民等の援護救援に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、甲が協力要請をした事項 

 

（要請手続） 

第４３条 甲は、乙に対し前条に定める協力を要請するときは、日時、場所及び協力内

容を明記した文書により行うものとする｡ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭又

は電話等の方法により協力を要請し、後日文書をもって処理するものとする｡ 

２ 乙は、甲から前項の協力要請を受けたときは、特別な理由がない限り直ちに必要な

業務を実施するものとする。 

３ 乙は、災害の事態が急迫し、甲からの協力要請を待つことができないときは、協力

内容に基づく応急活動等に着手し、その状況を直ちに甲に報告し、その後の処理につ

いて、甲の指示を受けるものとする。 

 

（費用負担） 

第４４条 甲の要請に基づき、協力業務を乙が実施した場合、甲が必要と認めた費用は、

甲が負担するものとする。 

２ 乙は、協力業務終了後、当該業務に要した費用を甲に請求するものとする。 

 

（防犯カメラの運用） 

第４５条 乙は、管理物件に設置されている防犯カメラの管理及び運用については、「八

王子市が設置又は管理する防犯カメラの運用に関する要綱」に基づき適切に行うもの

とする。 

 

 （人員の確保及び労働安全） 

第４６条 乙は、本業務を実施するために必要な人員の確保に当たっては、八王子市内

に居住する者を雇用するよう配慮するものとする。 

２ 乙は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関連法令に従って、本施

設において就労する労働者の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を推進す

るほか、作業行動の安全を図り、労働災害の発生を防止するものとする。 

 

（個人情報保護） 

第４７条 乙は、本協定による本業務を実施するために個人情報を取り扱う場合は、次

のとおり個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるほか、個人情報の保護に

関する法律（平成１５年号外法律第５７号）、八王子市個人情報保護条例（平成１６

年八王子市条例第３３号）その他の関係法規を遵守するものとする。 

(1) 個人情報等の保持 

乙は、本協定の履行に関して知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならな

い。  
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(2) 第三者への委託の禁止又は制限 

乙は、個人情報を取り扱う事務の処理は自ら行うものとする。ただし、第１５

条第１項の規定により甲の承諾を得たときは、この限りでない。 

２ 前項の規定に基づき、乙は、個人情報保護の規程の整備に努めなければならない。 

３ 個人情報の保護については、第５条に定める協定期間が終了し、又は第２４条の規

定により指定を取り消された後においても遵守するものとする。 

 

（情報公開） 

第４８条 乙は、本業務を行うに当たって、前条に規定する個人情報に関するものを除

き、保有する情報の公開を図らなければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第４９条 乙は、本業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。第５条に定め

る協定期間が終了し、又は第２４条の規定により指定を取り消された後においても同

様とする。 

 

（信義誠実の原則） 

第５０条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、本協定を誠実に履行しなければな

らない。 

 

（疑義等についての協議） 

第５１条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定

めのない事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 

本協定を証するため、本書を２通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各１通

を所持保有する。 

 

平成２４年４月１日 

 

 

甲（八王子市） 

所在地  東京都八王子市元本郷町三丁目２４番１号 

名 称  八王子市 

代表者  八 王 子 市 長  石 森 孝 志 

 

 

乙（指定管理者） 

所在地  東京都八王子市小比企町３５０４ 

名 称  株式会社ウェイザ 

代表者  代表取締役社長  奥 田 楯 彦  
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別表１（第 4 条関係） 

番号 設置箇所（町名･地番） 案内標識仕様 道路名称 

1 梅坪町 155 番地先 片持式 Ｆ型・1.7×3.2 両面設置 (169)淵上・日野線 

2 中野上町 4 丁目 27 番先 片持式 Ｆ型・1.2×2.2 杭基礎 3・4・54 市役所通り 

3 平岡町 17 番先 片持式 Ｆ型・1.2×2.2 杭基礎 北大通り 

4 元横山町 1 丁目 18 番先 片持式 Ｆ型・1.2×2.2 杭基礎 幹線 1 級 16 号線桑並木通り 

5 小宮町 239 番地先 単柱式（路側式） 2.2×0.8 (169)淵上・日野線 

6 石川町 93 番地先 単柱式（路側式） 2.2×0.8 久保山中央通り 

7 谷野町 521 番地先 単柱式（路側式） 2.2×0.8 かすみ学園通り 

8 丹木町 1 丁目 395 番地先 単柱式（路側式） 2.2×0.8 かすみ学園通り 

9 楢原町 361 番地先 単柱式（路側式） 2.2×0.8 (主地 32)秋川街道 

10 大楽寺町 409 番地先 単柱式（路側式） 2.2×0.8 (主地 46)高尾街道 

11 並木町 13 番地先 単柱式（路側式） 2.2×0.8 幹線 1 級 35 号線 

12 小宮町 373 番地先 既設案内標識 F 型柱添架式 1.5×0.55 (主地 59)八王子・武蔵村山線 

13 滝山町 2 丁目 596 番地先 既設案内標識 F 型柱添架式 1.5×0.55 (411)滝山街道 

14 楢原町 1126 番地先 既設案内標識 F 型柱添架式 1.5×0.55 (主地 32)秋川街道 

15 楢原町 1496 番地先 既設案内標識 F 型柱添架式 1.5×0.55 (主地 46)高尾街道 

16 打越町 634 番地先 既設案内標識裏面に設置 1.2×2.2 野猿街道・北野街道 

17 大和田町 7 丁目 4-6 先 単柱式(路側式)0.9×0.9 (市)大和田北通り 

18 丹木町三丁目 90 番地先 単柱式(路側式)0.9×0.6 (都 166)瑞穂・あきる野・八王子線 

19 平岡町 18-3 先 片持式 F 型 1.5×1.5 杭基礎 (市)北大通り 

20 元横山町一丁目 16-4 先 単柱式(路側式)0.9×0.6 (市)北大通り 

21 谷野町 242 先 片持式 F 型 1.5×1.5 杭基礎 (市)かすみ学園通り 

22 丹木町一丁目 413 先 既設案内標識裏面に設置 1.5×1.5 (市)かすみ学園通り 

23 大和田町 7 丁目 20 先 既設案内標識門型柱添架式 1.5×1.5 (市)幹線 1 級 16 号線 

24 あきる野市小川 805 先 片持式 F 型 1.5×1.5 杭基礎 (主地 7)睦橋通り 

25 あきる野市小川 46-1 先 片持式 F 型 1.5×1.5 杭基礎 (主地 7)睦橋通り 

26 福生市大字熊川 360-2 先 片持式 F 型 1.5×1.5 杭基礎 (主地 29)新奥多摩街道 

27 昭島市田中町二丁目 28 先 片持式 F 型 1.5×1.5 杭基礎 (主地 29)新奥多摩街道 
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別表２（第 11 条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設 品名 数量 単位 規格

８人用ロッカー 5 台 ライオン　ＮＯ．７８－Ｎ

両開きキャビネット（ベース付） 1 台 コクヨ　ＢＷＳ－ＳＳ８８Ｆ１

食器棚 1 個 コクヨ　ＢＫ－Ｗ１１０Ｆ１

フラワーカート 2 個 コクヨ　５８１０－２１１０

平型陳列台 28 基

物産棚（高） 4 基

物産棚（低） 16 基

サッカー台 6 基

洗濯機 2 個 サンヨー　ＡＳＷ　８００ＳＡ

衣類乾燥機（ユニット付） 2 個 サンヨー　ＣＤ－ＳＴ６０

食卓 4 卓 オリバー　ＳＴＴ６７０３Ｐ　ＳＬＢ－２０ＢＢ　φ７５０×Ｈ７００

食卓 5 卓 オリバー　ＳＴＲ-274ＷＷ．Ｔ　ＳＬＢ－０１ＢＢ．７０　φ９００×Ｈ６９５

8人用ロッカー 7 台 ライオン　ＮＯ．７８－Ｎ　コード　５８１－３５

ベンチ 3 脚 ライオン　ＮＯ．３０８　コード　９９９－９９

ベンチ 2 脚 ライオン　ＮＯ．３０８

ベンチ 3 台 オリバー　Ｂ－８８３Ｃ

テーブル 2 台 ホートク　ＰＷＡ１０

ラウンドベンチ 1 台 光製作所　キッズセット

ベンチ 4 脚 ホートク　ＲＹ30Ｓ（レザー）

展示パネル 1 組 ライオン　ＥＰ－３７（3枚）　ＥＰ－Ｅ１（2個）ＥＨ－０１（3組）

食器戸棚 1 台 ライオン　ＣＫ－２６ＭＳ

耐火金庫 1 個 ライオン　ＢＳ－５１Ｎ

つい立 1 台 ライオン　ＬＳＣ－１８０９

演台 1 台 ライオン　ＮＯ．４８４６

大型ブロック 1 個 トッケン　モルトジュニアブロック

おむつ交換ベット 1 台 学研　９－７１９５５

農
産
物
等
販
売
施
設

飲
食
提
供
施
設

地
域
交
流
施
設
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別表３ リスク分担 

区分 リスクの種類 リスクの内容 甲 乙 
甲乙

協議 

準 

備 

段 

階 

応募手続き 応募費用の負担に関するもの  ○  

募集要項 募集要項（関連資料を含む）の誤りによるもの ○   

準備手続き 
指定期間開始期における準備（引き継ぎ）費用の負担に関する

もの 
 ○  

事 

情 

変 

更 

法令等の変更 管理運営にかかる法令変更   ○ 

税制度の変更 

消費税率の変更   ○ 

法人税・法人市民税率の変更  ○  

上記以外で管理運営に影響する税率の変更   ○ 

物価変動 

人件費・物品費等の物価変動に伴う費用負担に関するもの  ○  

著しい物価変動が発生した場合   ○ 

金利変動 金利変動に伴う費用負担に関するもの  ○  

不可抗力 

テロ、暴動、天災等の不可抗力による管理運営の変更・中断等

に伴う費用に関するもの 
  ○ 

テロ、暴動、天災等の不可抗力による施設・設備の復旧費用に

関するもの（合理性が認められる範囲） 
○   

業 

務 

執 

行 

業務内容の変更 

甲の指示により業務内容変更による経費の増加に関するもの ○   

乙の帰責事由により経費の増加に関するもの  ○  

災害応急活動 甲の要請に基づき乙が協力業務に要した費用に関するもの ○   

一部委託 
乙が甲の承認を得て、業務の一部を委託した場合に生じた損害

や経費の増加に伴うもの 
  ○ 

債務不履行 

甲の協定内容の不履行に伴うもの ○   

乙の協定内容の不履行に伴うもの  ○  

第三者賠償（※） 

乙の帰責事由により第三者へ損害を与えた場合  ○  

上記以外の場合 ○   
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本表に定める事項に疑義が生じ、又は本表に定める事項以外の不測の事態が生じた場合は、甲と乙が協議

の上、リスク分担を定める。 

（※）この場合の「第三者賠償」とは、施設の管理運営において、業務執行又は施設、備品等の不備に起因

して、事故等による施設利用者の怪我等や個人情報の漏えい、騒音・振動等により第三者に対して不法行為

等の損害賠償責任を負う場合のリスクのこと。 

 

区分 リスクの種類 リスクの内容 甲 乙 
甲乙

協議 

財 

産 

管 

理 

施設瑕疵 施設・設備に隠れた瑕疵が発見された場合に関するもの ○   

施設損壊・損傷・劣化 

乙の帰責事由により施設設備などの損壊・損傷・劣化に関する

もの 
  ○  

上記以外の事由により施設設備などの損壊・損傷・劣化に関す

るもの 
○    

備品等の損壊・損傷・盗難 

乙の帰責事由による場合  ○  

上記以外の場合 ○   

事 

業 

終 

了 

指定の取り消し 

乙の帰責事由により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業

務の全部又は一部の停止を命じた場合に関するもの（乙の損

害・損失及び乙の甲又は第三者への賠償も含む） 

 ○  

事業終了・引継ぎ 事業終了時の現状復帰、業務引継ぎに関するもの  ○  


